令和７年１２月１日
保護者のみなさまへ
津和野町役場 健康福祉課長
令和８年度　保育園等の入園手続きについて

令和８年４月１日以降に保育園等の利用を希望される方（※現在入園中の児童を含む）の募集を開始しますので、下記のとおり必要書類を提出していただきますようお願いします。
なお、入園等の決定については令和８年３月中旬の予定となります。提出が遅延した場合、定員等の関係上、ご希望の保育園等に入園できなくなる（他園への利用調整となる）場合もありますので、ご了承ください。
ご不明な点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。
１．提出期限　　令和８年１月３０日（金）まで
　　　　　　　　　　※新規入園希望の方については、受入に余裕がある場合等に限り、
受付期限後も随時申込を受け付けます。
２．提出先　　　①町内の保育園等に入園している方･･･通園中の保育園等へ提出
　　　　　　　　②町外の保育園等に入園している方･･･役場健康福祉課又は本庁舎総合窓口へ提出(郵送可)
　　　　　　　　③新規入園希望の方　　　　　　　･･･役場健康福祉課又は本庁舎総合窓口へ提出(郵送可)
３．提出書類　　①『支給認定申請書・保育園等入園申込書』
　　　　　　　　　　　児童お１人につき１枚、両面にすべてに記入して提出ください。
備考欄に保護者および児童の個人番号（12桁）を記入してください。
　　　　　　　　②『就労（内定）証明書』または、『保育の利用に関する証明書（就労以外）』
　　　　　　　　　　　保育認定（２号認定・３号認定）を希望する児童の父母等保護者の方のみ
就労されている方については、就労（内定）証明書（※会社勤務の方は各職場で勤務証明されたもの、自営業・農林業者は裏面の就労以外証明書下の説明欄に各地区担当民生委員の証明が必要）を提出してください。
　　　　　　　　　　　就労以外の場合は、『保育の利用に関する証明書（就労以外）』の面を記入後、各地区担当民生委員が証明したもの、及び事由ごとに必要な確認書類（コピー）を添付してください。必要書類は、裏面の『必要な証明書類一覧表』でご確認ください。
【※証明書については、ご兄弟がおられる場合は１世帯につき各１通で可とします】
なお、教育標準時間認定（１号認定）を希望する場合には、証明書の提出は不要です。（備考欄等に「１号認定希望」と記載してください。）
③保育料減額申請書（様式第１号）※令和8年4月1日において満３歳未満児のみ提出
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＜※注意＞ 提出後に保護者の就労状況(職場･就労時間）等に変更があった場合は必ず届出をしてください。
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○お問合せ先○
　　津和野町役場　健康福祉課　福祉係　
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担当：大庭（電話0856-72-0673／FAX72-1650）
必要な証明書類一覧表
『支給認定申請書･保育園等入園申込書』の裏面「３．保育の利用を必要とする理由等」で該当する理由によって、必要な証明書類が異なりますので、下記の一覧表でご確認の上ご提出ください。（証明書類が必要な方は、父母等保護者の方のみです。）
※必要とする理由　２.以降については、地区担当民生委員に証明してもらい提出してください。
	保育の利用を必要とする理由
	必要な証明書類

	１．就労（内定を含む）
	・就労（内定）証明書
　　※雇用されている方（内職を含む）
　　　→事業主または雇用主の証明
※自営業･農林業の方
　　　→地区担当　民生委員の証明

	２．妊娠･出産
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・母子手帳の写し等
（予定日が確認できる部分）

	３．疾病
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・診断書、医療受給者証等、入院･通院していることが分かるものの写し

	４．障がい
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の写し

	５．介護等
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・介護・看護等が必要な方の障害者手帳、介護保険証等の写し

	６．災害復旧
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・り災証明書

	７．求職活動（※90日以内を限度）
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・ハローワークまたは津和野町無料職業紹介所等の求職登録証の写し

	８．就学
	・保育の利用に関する証明書（就労以外）
・学生証または在学証明書等の写し
（職業訓練校の場合は、職業訓練を受けることが証明できる書類）

	９．その他
	※健康福祉課　福祉係（℡72-0673）へご相談ください。
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